東京外郭環状道路事業認定にあたっての公聴会での質疑の概要
　　　　

八幡在住の岡田幸子です。県議会議員をしています。菅野在住の清水みな子と分担しながら、「県・市の地元負担について」を中心に意見を述べ、併せて国と東日本高速道路会社に質問をいたします。まず私から意見と3点の質問をします。
1つ目は、千葉県の直轄負担金についてです。　

　外環道路（国道298号）の事業化に伴う千葉県の直轄負担金が平成20年度までに1,434億円になる一方、県道整備や保守管理の費用は減少し平成20年度は58億円程度です。県民の身近な生活道路の整備、特に歩道整備や交差点改良による安全対策などが進んでいません。この市川でも、歩道の拡幅や、整備、交差点の改良などたくさんの要望がありますが、予算が無いとして、計画はあっても遅々として進まない状況です。国などは、外環道路の整備がこの地域の交通事故減少につながると主張していますが、すでに外環が共用されている埼玉区間の例でわかるように交通事故は外環道路や外環に接続する道路で多発しています。千葉県区間においても外環が整備された場合にこの地域の交通事故が減少するという保証はありません。もしこれまで外環道路に対し千葉県が負担してきた1,400億円余の費用を県内道路の歩道整備などの安全対策に投じていれば交通事故は確実に減っていたはずであると思います。
　国や東日本高速道路会社が外環道路建設による便益として評価している中身の大部分を占める走行時間短縮効果、いわゆる渋滞解消の件についても疑問が多いものです。平成17年度の外環の一般部である、国道298号線に関する事業再評価（様式―３①）によりますと、この整備によって、平行している県道市川松戸線、市川柏線、高塚新田市川線、松戸原木線の時間短縮効果は1分です。また、市川浦安線の時間短縮効果は0分です。
また、高速部である東関東自動車道路水戸線（外環道三郷から高谷ＪＣＴ）に関する平成20年度事業再評価によると、この道路の整備による高速6号三郷線、高速湾岸線（湾岸道路の外環の内側部分の高速線）の時間短縮は1分、環状7号線の時間短縮は12秒、高速中央環状線は30秒です。この程度の時間短縮であれば既存道路の交差点や踏切の改良、歩道整備による歩行者と車の分離などによって十分実現できる可能性が高いと言えるのではないでしょうか。
千葉県にとってのこの直轄負担金は、財政が逼迫している中で、県単事業費、いわゆる歩道拡幅や安全対策の費用が次々と減らされる原因ともなり、実に大きな無駄遣いであったといわざるを得ません。
1点伺います。
国と東日本高速道路会社は、今回の申請にあたり外環の交通量は一般部、高速部合わせて10万台弱としていますが、現在の市川市内の外環と同じ南北方向の交通量は1日4万台程度です。その差の6万台余りは外環に接続する道路から入ってくるはずです。新たな交通量の増ですから、地域にもたらされるマイナス効果は大きくなります。
事業再評価では、全体の時間短縮効果を一般部については1024.8ｋｍ、高速部については40万3070.6ｋｍという「その他道路」のネットワーク上での評価を書いています。40万ｋｍの道路ネットワークとは本州全部に加え四国、九州場合によると北海道の一部を含めた地域の国道、高速道路、県道、政令市の市道、都市計画道路のすべてが含まれる距離です。遠く離れた山口県や青森県などの地域への、外環が整備された場合の予測など、必要があるのですか？適切な予測とは思われませんが、見解をうかがいます。
　
2つ目は、事業費の変更についてです。　
高速部がコスト縮減の方針によって事業費が抑えられていく傾向があるのに対し、平成17年度の一般部事業再評価において、一般国道部の事業費が4,200億円から5,600億円と1,400億円増額されています。事業費増加の理由になっている「掘割スリット構造の断面見直しや仮設土留めの設計見直し」は主に高速部に関係することですから、東日本高速会社が負担すべきす。また小塚山トンネル工事や、県道市川松戸線や北総線との交差トンネル、国分試験工区などの高速部は本来ならば東日本高速会社の担当事業です。工事区域を北千葉ジャンクションと京葉ジャンクションで分け、北千葉ジャンクション以北と京葉ジャンクション以南は首都国道事務所が、北千葉ジャンクションから京葉ジャンクションまでを東日本高速道路会社が担当しているとのことです。しかし、事業費を増額するのであれば、それまで投じた事業費のうち、当面国が負担し、後日、精算時に会社から返されるはずの額がどれだけあるか、逆に国が負担すべきもので、会社が負担したものがどれだけあるかを公開し、その上で必要な額を示し、正当な増額なのかどうかを説明すべきではないでしょうか？ところがそうしたことが全く行われていません。一般国道の三分の一が県の負担であることを考えれば全く不当なことです。現在、全国知事会でも。直轄負担金については、様々論議されており、「地方に対して個別に財政負担を課すべきではなく、早急に廃止すべきだ」との意見も出されています。県当局の中でも真に必要な増額であったのかの検証もされていません。ほとんど国の言いなりに支出しているのです。
今回の事業認定の申請書においても先に述べたような内容は一切明らかにされていません。収容事業の認定に際してはその事業費が合理的である根拠が明らかであること、またその事業費を事業計画にそって執行していく能力が起業者にあることが条件であるはずですが、この申請書ではそれが明らかになっていません。
質問の第2として、これに対する見解を求めます。例えばこれまで取得した用地のうち国が負担すべき額がいくらで、東日本高速会社が負担すべき額がいくらなのか、これまで実施した主な工事に関し、国が負担すべき額、東日本高速会社が負担すべき額がいくらなのでしょうか？また京葉ジャンクションや北千葉ジャンクションなどは今後どう費用を分担することになっているのでしょうか。収容事業に認定を受けるのであるから金額を含め明確に決まっていなければならないと考えますがいかがですか？
これまで進められてきた外環道路の事業ではいくつも不明朗な問題が起こっています。例えば平成17年12月、しんぶん等でも大きく取り上げられましたが、高谷ジャンクション付近の「焼却炉移転」に際して、補償を6億円も出し、適正額の数倍を支出していたと大問題になったことがありました。この件に関しては埼玉県警が調査に入ったものの結局だれも起訴されることなく終わった形になっています。しかし、当時の北側国土交通大臣は「明らかに過払いである。内部的にも徹底した調査をし、国土交通省としての処分もする」と言明しています。そもそも事件発覚当時は「警察が調査に入っているので」として関係者は一切説明をしていません。この過払いについても三分の一を県が負担しています。
本来、第3者の見積もりをとって補償額を決めるべきものをなぜ相手側の提出した見積書で補償契約をしたのか、新聞記事にあるように相手の要求に次々応じたのはなぜなのか、最終的にだれの判断でこうした補償を行ったのかなどについてきちんと説明責任を果たさなければならないし、不当な過払いならば県負担分は変換されなければならないはずです。こうしたことが解決しなければ収用事業の適用など論外ではないですか？
質問の第3としてこれに対する見解をうかがいます。
（事業者からの説明）
岡田まとめ

縷々ご説明いただきました。事業評価の予測については、遠くの道路の波及効果まで勘案しなければ、外環の効果がないとは驚きです。千葉県の道路予算の配分を大型道路つくりではなく、県単事業の拡大にあてるべきだとの見解を強く持ちました。その上で、直轄予算がさらに増大すること、それも、不明朗なままでの増大に怒りを覚えます。このような不明朗なことで収用事業の適用などとんでもないと言うことを申し上げて、清水さんへとバトンタッチをします。
（まとめまで普通に読んで12分でした）
